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 経済産業省では、2016年８月１日から小売の事前登録申請を受け付け、これまで、
５１社が登録済。このうち、今回の自由化を機に、越境販売を含め、新たに一般家庭へ
の供給を予定しているのは、１５社。（１２月７日時点） 
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・河原実業 ※１ 
・レモンガス ※１ 
・サイサン ※１ 
・イワタニ長野 
・赤間商会 
・ガスパル ※１ 
・クリーンガス金沢 
 
 
 

ＬＰガス事業者（７社） 

・朝日ガスエナジー 
・岩谷産業 
・三菱ケミカル ※４ 
・テツゲン 
・仙台プロパン 
・ネクストエネルギー 
・上越エネルギーサービス 
・東京ガスエンジニアリングソリューションズ 
・北陸天然瓦斯興業 
・合同資源 
・鈴与商事 
・鈴興 
・富山グリーンフードリサイクル 
・甲賀エナジー 
・近畿エア・ウォーター 
・小倉興産エネルギー ※５ 
・熊本みらいエル・エヌ・ジー 
・新日鐵住金 
・プログレッシブエナジー 
・りゅうせき 

旧大口ガス事業者※２（２０社） 

・ＪＸＴＧエネルギー ※６ 
・石油資源開発 
・国際石油開発帝石 
・三愛石油 
・南遠州パイプライン 
・エア・ウォーター 
・東北天然ガス 
・エネロップ 
・筑後ガス圧送 

旧ガス導管事業者※３（９社） 

・東京ガス ※１ 
・日本瓦斯 ※１ 
・東彩ガス ※１ 
・東日本ガス ※１ 
・新日本ガス ※１ 
・北日本ガス ※１ 

旧一般ガス事業者（６社） 

・東北電力 
・東京電力エナジーパートナー ※１ 
・中部電力 ※１ 
・関西電力 ※１ 
・四国電力 
・九州電力 ※１ 

電気事業者（６社） 

※１越境販売を含め新たに一般家庭へ供給予定 
※２旧大口ガス事業者 年間ガス供給量 10万㎥以上の 
   大口需要家へのガスの供給を行う者で、一般ガス事業者、 
   簡易ガス事業者、ガス導管事業者に該当する者を除いた者 
※３旧ガス導管事業者 自らが維持し、及び運用する特定導管 
   により、卸供給及び大口供給の事業を行う者のうち、一般ガス 
   事業者や簡易ガス事業者に該当する者を除いた者 
※４合併により三菱化学から三菱ケミカルに社号変更 
※５エネクスエルエヌジー販売から小倉興産エネルギーに事業承継 
※６合併によりＪＸエネルギーからＪＸＴＧエネルギーに社号変更 

自由化後の小売事業者の登録状況 

その他の事業者（３社） 
・日本ファシリティー・ソリューション 
・豊富町 
・ファミリーネット・ジャパン ※１ 

（注１）旧一般ガス事業者及び旧簡易ガス事業者の 
      うち、みなしガス小売事業者は除く。 
（注２）事業譲渡の場合は除く。 
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指定旧供給区域における規制料金の割合（家庭用） 

ガス取引報に基づき作成 

 2017年8月末時点での規制料金が占める割合は、販売量ベースで56.3%と、自由
化以降の5ヶ月で4.7ポイント低下した。 

 販売額ベース、契約件数ベースでも同様の傾向を示しており、小売全面自由化以降、
規制料金が占める割合は低下している。 

*対象は経過措置指定を受けている12供給区域 

2017年11月第24回制度設計専門会合 
事務局提出資料 
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指定旧供給区域における規制料金の割合（全需要種） 

ガス取引報に基づき作成 

 家庭用需要での傾向と同様、いずれの指標においても、規制料金の占める割合は低下
している。 

*対象は経過措置指定を受けている12供給区域 

2017年11月第24回制度設計専門会合 
事務局提出資料 










